
全体構想 P

構造図　Ｐ３８ 20・73・85 主要幹線道路沿いの用途地域の見直し（小郡・大原）

36 既存工業地の維持を図る土地利用（大原)

38 工業（製造業)・流通機能の集積を図る区域の拡大（小郡)

43・84 既存集落の維持活性化を図る都市計画制度の活用（立石・大原)

57

58・59 市街化調整区域の保全・整備方針の位置付け

73・85 企業誘致及び住宅開発に伴う都市計画制度の見直し（小郡・大原)

73・110 地域資源及び観光資源の活用に伴う新たな土地利用及び施設の誘導（小郡・立石)

36・44・73・74 （仮称)味坂ICの早期着工及び土地利用（小郡)

地域別構想 P

【小郡地域】

方針図　Ｐ７８

73 端間駅周辺及び鳥栖朝倉線沿線の土地利用（まちづくりの推進)

　 73 （仮称)味坂IC周辺の土地利用

73・77 工業・流通機能の拡大、計画的な企業の誘導（九州産交運輸・Ｃブロック）

【大原地域】 80 既存工場の集積の維持・発展（第一精工）

方針図　Ｐ９０ 85 工業・流通機能の集積及び企業誘致の促進（県道小郡基山線及び都市計画道路三沢福童沿線）

85 甘木鉄道新駅設置に伴う土地利用

88 既存施設の土地利用及び活用について（九州情報大学跡地）

 90 医療・介護・福祉施設の立地（既存）

90 大保地区周辺の人の集い賑わいを作る拠点の土地利用

【三国地域】 92・102 津古駅周辺の土地利用

方針図　Ｐ１０２

【立石地域】 109・110 既存集落の維持活性化を図るための都市計画制度の活用

方針図　Ｐ１１４ 110・114 工業・流通施設の集積及び誘導

 110 農産物直売所等の整備

【宝城地域】 120 既存集落の維持活性化を図るための都市計画制度の活用

方針図　Ｐ１０２

【小郡市都市計画マスタープランの今後の修正内容について】

備　　考修正（追加)内容

東西・南北の幹線道路（一般国道５００号線・三沢西福童線）沿線の土地利用
　（道路利用者及び集落居住者の利便性向上)

東西・南北の幹線道路（一般国道５００号線・三沢西福童線）沿線の土地利用
　（道路利用者及び集落居住者の利便性向上)

85

修正（追加)内容

73

久留米地方拠点都市の土地利用

備　　考
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▲ 将来都市構造図 
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